様式第14号(第15条関係)

(違反建築物標識板)

	60cm
	　

	
建築基準法による命令の公告

　この建築物は、建築基準法に違反しているので、　　　　　　　　を命ずる。

なお、
　　　1　この標識を損壊した者は、公用文書等毀棄罪で罰せられます。

　　　2　この命令に違反した場合は、建築基準法により罰せられます。

　　　3　水道・電気・ガスの供給を保留するよう電気事業者等に通知してあります。


　　　　　　年　　月　　日
	45cm



